






－綜説－
原木高と製品安の影響(Ⅲ)
労働賃金との関連
神    和  雄

  労働賃金
  製材工場では、いったい、1 人 1 日当りどれほどの労働賃金を支払いうるかについて、以
下次の例により計算を進めてみよう。
  月間 2,500 石の原木を潰し、70%の歩どまりで 1,750 石の製品が得られるとき、製品 1
石当り販売価格 4,000 円、製品 1 石当り労務費 240 円、諸経費 560 円で収支のバランスが
とれているとすると、月間の労働賃金は 1,750×240＝420,000 円である。
  この場合、作業日数が月間 25 日、1 日の作業員 24 人月間作業延人員 600 人とすると、1
人 1 日当りの平均労働賃金は 420,000／600＝700 円である。
  次に、この工場の作業内容を更にくわしく調べてみよう。
  1 日当りの原木潰量は 2,500／25＝100 石
  直接製材作業員  12 人、月間延人員  300 人
  全作業員        24 人、月間延人員  600 人
従って、直接製材作業員 1 人 1 日当り石数は 2,500／300＝8.33 石
  全作業員 1 人 1 日当り石数は 2,500／600＝4.17 石
  1 日の作業時間は 8 時間で、１人１時間当りの原木消費量は 8.33／8＝1.04 石、歩どまり
は 70%である。
  従って､次の計算から 1 人 1 日当りの平均労働賃金は 700 円である。
  240×8×1.04×0.7×4.17／8.33≒700 円
  上に掲げた 2 つの方法で、労働賃金が算出されて、その結果は全く同じであるが、前者
は計算方法が単純に過ぎ、いわばドンブリ勘定にちかく、後者は労働賃金を左右する要因
が、明らかにさらけ出されているために経営合理化を進める上において望ましいと思われ
る。従って、本稿では、後者の方法を用いて、原木高と製品安が労働賃金にどのように影
響するかを考えてみることとする。
  原木高と製品安の影響

第 1 表  製品石当り平均経費

  第 1 表は、製品 1 石当り販売価格が 4,000 円、歩どまり 70%のとき、特に利益を見込ま
ないとすると、原木 1 石当り 2,238 円まで買い得て、製品 1 石当りにつき平均労働賃金 240
円を支払いうることをあらわしている。従って、もし 2,238 円以下で購入できうれば、そ
の差額だけ利益になるわけである。
  一般に、原木高の製品安とは、原木価格が高くなっても、それに応じて製品販売価格が
高くならないことを意味している。
  たとえば、つねに原木費に一定の経費の加算された額が製品販売価格となる場合には、
原木高にともない原木費の比率が増大し、製品付加価値の比率が減少する。又、もし、こ
の場合、製品販売価格が経費の全部を含み得ないとすると、その分だけが赤字となる。
  いま、第 1 表について原木の価格が高くなっても、従来の工場諸経費を支出し、なお製
品の販売価格が全く変らない場合の収益に及ぼす影響を、製品石当りについて表示すると
第 2 表のようである。
  この表で明らかなように、原木価格が 130%となっては石当り 240 円の経費が出せない。
この場合は、歩どまり 70%が 84%に高まっても石当り 240 円の労務費が出せない。
  70%の歩どまりでは、原木価格が 108%でも石当り 240 円の労務費が出せない。
  70%の歩どまりで収支均衡している場合、原木価が僅か 3%高くなったとすると、もはや
96 円の赤字である。
  原木高をただながめていては赤字から抜けだせない



赤字から抜け出そうとすれば、その分だけ経費を削らねばならないことになり、さしづめ
労務費にしわよせがくる。
  労務費にしわよせがくるとすると、製品石当りについて 240－96＝144 円しか支払えない
ことになる。

第 2 表  製品石当り損益表

  1 石当り 144 円ということは、次の計算から、1 人 1 日当り 419 円の平均労働賃金とい
うわけである。
  144×8×1.04×0.7×4.17／8.33≒419 円
  原木価が僅か 3%高くなっても、それにともなって製品販売価格が高くならないために、
労働賃金は凡そ 40%低めねばならぬことになる。
  なお、原木高の影響をうけて、支払いうる賃金は第 3 表のように変動する。歩どまり 70%
では 8%の原木高で、賃金が支払えない。しかし歩どまりを 2%高めるごとに 3%の原木高に
対応して 1 人 1 日当り 700 円の平均労働賃金を支払えることになる。
  
第 3 表  原木高率と労働賃金との変動

  労働賃金確保の方法
  凡そ製材企業をいとなむ上において、次のスローガンを掲げることは全く必要であると
思う。

1. 販売価格の高い製品を作ること。
2. 原木を出来るだけ安く購入すること。

  しかし、本稿では、この点にはふれないで、工場の生産技術の改善によって労働賃金確
保の可能性の問題を考えることとする。
  従来、得られていた 700 円という労働賃金が、3%の原木高のために 419 円に減ったとす
れば、歩どまりを高めることが、労働賃金確保の第一の方策である。この場合、70%の歩ど
まりが 72%に改善されたとすれば、第 3 表で明らかなように 700 円の支払いが可能になる。
  しかし、歩どまり向上を計らないで 700 円を得ようとするなら、第 4 表のように、作業
時間を 13 時間 21 分に延長するか或は、1 人 1 時間当りの労働生産性を 1.74 に高めるかの
いずれかを採れねばならない。

第 4 表

  この表で明らかなように、作業時間のみを考える場合には原木高 5%に対応するために 1
日 700 円という賃金で少なくとも 24 時間ぶっとおして働かねばならぬという結果となる。
  1 人 1 時間当りの労働生産性については、本稿にて例示の工場の正味鋸断時間が全作業時
間に対し 20%にとどまる現状では、従来の 1 人 1 時間当り労働生産性 1.04 を 1.3 に改善し
うると期待される。
  原木の価格が 3%高まったとき生産技術に何等の方策を講じないとすれば、労働生産性を
1.3 に高めることによって 524 円になる。
  144×8×1.3×0.7×4.19／8.33＝524.16 円
この場合、700 円の労働賃金を得るためには
  144×X×1.3×0.7×4.19／8.33＝700
即ち、電力料金の増加や時間外賃金を考慮しないとすれば、1 人 1 時間当り 1.3 の労働生産
性で 10 時間 41 分の作業が必要になる。
  なお、1 人 1 時間当りの労働生産性 1.3、作業時間 10 時間、歩どまり 2%の向上では
  X×10×1.3×0.72×4.17／8.33＝700
  X＝149



  X が 149 円ということは、製品 1 石当り労働賃金が 240 円では 91 円の赤字ということで
あり、91 円の赤字に相応する原木高の場合に、1 人 1 日当り 700 円の平均労働賃金を支払
いうるということである。
  即ち、下記のグラフより判定されるように、労働生産性、作業時間、歩どまりの相乗効
果が得られて 5.65%の原木高に耐えられることになる。

(歩どまり 72%)
原木高比率と製品 1 石当り損益

  附記
  一般に、製材工場従業員には、年次有給、有給休日盆、年末手当等が支給されるので、
本稿で述べた 1 日当り 700 円の賃金高には、その全部が含まれることになる。1 年間の労
働日数が 300 日とすると
  700 円×300＝210,000 円
  この 210,000 円は工場従業員 1 人 1 ヶ年の全収入であるから、働かないで賃金を支払う
日数が、かりに 60 日あるとすれば
  210,000／360＝583.33 円が 1 日に払いうる賃金となる。しかし、本稿では比較計算の便
宜上単に 1 日当りの賃金にとどめた。
  あとがき
  歩どまり 70%のときの原木代が 3,200 円、製品販売価格 4,000 円の場合について原木高
の影響をうけて支払いうる賃金がどのように変動するかを考案してみた次第である。この
稿が工場経営改善の一助となるならば望外の幸いである。
                                                            －林業指導課 SP.－


